
様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

藥琿番号

経費項目 調査研究費･研修費･圃紘報費･雰都縮鞘鋤費･会議費･資料作成費･資料購入費･匡電･事務所費･人件費

内 容 ノートPC購入

年 月 日 令和7年6月24日 金 額 89,540円

目 的

使 途

政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添 注文履歴 クレジットカード明細 通帳コピー 参照

補記令和7年6月PCのリース期間終了に伴い、新たに購入

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

179,080円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

89,540円
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明祇書作成日（

202奔7月
締め日〕

18日 蕊箪蕊認慧申は
容録番号T87“1釦009366

良知 駿一 犠

新規ご利用金額

（含利息）

お支払い/ご入金・

錘…輯 今回締め鷺今鍾 今回藝輩今璽(円)罰回鐸酪日金覆

=＝

今回締轟日時点での

ご利用残高の金領

お支払日
202奔8月12日

覗細書作成対象期間 2025年6月19日から202奔7月18日まで

当月分のご請求額は決済日の前営業日までに口座にご用意下さい。

琴1用金興外貨） ご利用金獄門》毎順明靭

今月ご利用額 良知 駿一 様

白 Q 合 色 合 色色 冬 ● ･

会員番号

■■■
住所、電話番号等の

変更は、本明細書の

右上にあるメンパー

シップ・サービス・

センターまでお電話

下さい．

尚、錘行握込の場合

には獲込人氏名欄に

会員番号とお名鮒を

必ずご記入下さい．

｜｜｜｜｜’ 卜諒全額にてご指定の

全盛纏関口座より自動

引き落としさせていた

だきます．

’
■■■■■■■■■■■

－

様良知 駿一

ご請求金額 528､76副ｺヨ

決済日 202奔8月12日

決済金融機関

■■■■■
口庫番号 I■■■■■■■■■
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明細書作成日（締め日）

2025年7月18日
会員番号

良知 駿一 様

ご利用金額(円）ご利用金額(外貨）ご利用明細

6月24日 MICROSOFTJAPANCO.,LTD
通信／インターネットサービス

179,080

◆お振込先について

何らかの都合で口座振替ができなかった場合は、下記銀行口座にお振込みください。お振込みの際は振込人名欄に必ず会員番号と基本カード会
員名をご入力ください。
振込先:みずほ銀行六本木支店普通預金口座2110521口座名義アメリカンエキスプレスインターナショナルインコーポレイテッド

◆外貨建てで生じたカード利用代金等については、当社におけるカード利用代金等の処理日に円換算しました。カード利用代金等が米ドル以外
の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算しました。また、カード
利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算しました。別途会員規約にてご同意頂いている通り、法令により特定の換算レートの適
用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、
円換算に際しては、AmericanExpressExposureManagementLtd.が日本国外で所有し管理するアメリカン・エキスプレス財務システムを利
用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、2％の外貨取扱手数料を加えた（ただし、米ドル
を介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません。）換算レートを使用しました。この外貨取扱手数料はAmerican
ExpressTravelRelatedServicesCompany,|nc.もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレ
スに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定したものです。

◆明細書1ページ目の上記記載の用語説明
「前回締め日金額」前回の締め日時点のご利用代金等の残高です。「お支払い/ご入金・調整金額」前回締め日の翌日から今回締め日ま
でにお支払いいただいた金額。取消伝票や修正金額がある場合はその金額も含まれます。「新規ご利用金額（含分割・手数料）」前回
締め日の翌日から今回締め日までの期間に、弊社が受領した「売上票」の合計金額（手数料を含む）。但し海外でのご利用分について
は、円に換算した金額をもってご利用金額とします。「今回締め日金額」今回締め日時点でのご利用残高の金額。前回締め日金額一お
支払い/ご入金・調整金額十新規ご利用金額十その他ご請求分の合計金額により計算されます。 「今回ご請求金額」今回お支払いいた
だく金額。 「今回締め日金額」に紛議中（調査中）のご利用分が含まれる場合は、「今回締め日金額」から、それらを除く金額となります。
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明細書作成日（締め日）

2025年7月18日
今巨

良知 駿一 様

ご利用金額(円）ご利用金額(外貨）ご利用明細

熟議猿
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日本マイクロソフト株式会社(登録番号T2010401092245)

RachiShunichi
(<1~j
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SurfaceLaptop,Copilot+PC,13インチ-Snapdragon@

XPlus(8コア),オーシヤングリーン,16GBRAM,512GB
SSD

￥162,800

配送済み

日付:6月26日

CEVA-363501254815麹の アカウント

税の請求書 ｜
I

呂あなたの情報

目 サブスクリプション \179,080の合計 詳細の非表示 ハ
こよるお支払い

Qデバイス
請求の詳細

小計(10％課税対象）

配送

税額〈税率10％）

配送の詳細

良知駿一

細江町中川7172-698'ラトウール101

浜松市北区shizuokakell,4311304

｣P

￥162，800O セキュリティ
\0

\16．280
凸プライバシー

合計金額(税10％を含む）

支払い方法

\179．080
ロ 注文履歴

Eヨ 支払いオプション

関連リンク：注文詳細の印刷 デバイスの状態を表示する 注文のヘルプ

＠ アドレスブック

ト ハ
． 『

F

〃･1｛ 望



様式第1－2号

支 出 証拠 書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

鑿理番号

経費項目 雨蔀莞雪･研修費

内 容 ヒューマンインタフェース学会2026年度学会費（年度は毎年1月～12月）

年 月 日 令和8年1月1日～令和 8年3月31日 金 額 2,041円

会の趣旨．

目 的

本法人は、ヒューマンインタフェースに携わる者、ヒューマンインタフェースに関心のあ

る者、及びヒューマンインタフェースを利用する一般消費者等を対象として、学会誌の発

行、シンポジウムや研究会の開催、セミナーや講演等による教育・研究活動事業、他学会

との研究交流やヒューマンインタフェースに関する研究等を行うことを通して、人にとっ

て使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心な社会

の実現、学術文化の向上発展に資することを目的とする。尚、ヒューマンインタフェース

とは、人と技術の関わりを対象に、その技術の設計・実現・評価、そして、これを利用す

る人の生理・認知・心理・文化・社会的視点からの科学、及び、これらを取り巻く主要な

事象を扱う学問分野である。

会の活動

内容等

（1）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（2）社会教育の推進を図る活動

（3）学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

（4）情調上社会の発展を図る活動

（5）科学技術の振興を図る活動

（6）経済活動の活性化を図る活動

（7）消費者の保護を図る活動

（8）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

政務活動．

県政との

関連性

本県では2022年3月に「ふじのくにDX推進計画」が策定された。この計画においてヒ

ューマンインタフェースの視点は極めて重要である。最新の技術動向･研究僑果を調査し、

関連する部局と議論していく必要がある。

く領収書貼付枠＞別添領収書・振込明細参

学会費8,000円 2026年1月～2026年3月の3ケ月分

手数料 165円 8,165円×3÷12＝2,041円を請求

計 8,165円 （残金6,124円は4月以降充当）

※添付書類:団体の会則･事業概要･E房圃(定款･入会案内）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

2,041円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,041円
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2025年 12月19日

領収書

特定非営釆｜

ヒューマンイン

会長：木

様良知駿一

〒6()0-8815京都市下京区中堂寺粟配町93

京都リサーチバーク6号館3階

TEL:075-315-8475 FAX:075-326-1332

登録番号:1.7130005005966

\8,OOO

但し、 2026年度学会費(不課税）

上記金額正に領収いたしました。

‐､蕊

Human

Imerbce

mCだⅣ

2025年12月19日

特定非営利活動法人

ヒューマンインタフェース学会

事務局
〒600-8815京都市下京区中堂寺粟田町93

KRP(KyotoResearchPark)6号館3階

TEL:075-315-8475

良知駿一様

書類送付の御案内

拝啓日頃よりヒューマンインタフェース学会の活動に格別のご高配を賜り

誠にありがとうございます。

下記の書類を同封いたしますので、よろしくお取り計らい願います。 敬具

送付書類：請求書納品書見積書唖 夢その他

2026年学会費領収書をお送りいたします。
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画丙ID BNSO51

蕪スム≦篭蓋籔識麹濯衾

振込先を登録する場合は、「振込先の登録」ボタンを押して下さい。

お取引を取り消す場合は「取消確認」ボタンを押してください。

I処理状況

「唾涛司 受付雷号1■■■受付日時2025年12月13B12時02分取引方法ブラウザ

I取引内容

引落口座

金融機関名ﾐﾂﾋﾞｼﾕｰｴﾌｼﾞｴｲ

支店名ニシ廿ｼｮｳ

科目豐邇預金

口座番号3566234

受取人名ﾄｸﾋ)ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｴｰ功.ﾂｶｲ

金額8,000円

引落合計金額8,165円（税込手数料165円）

指定日12月13日

振込依頼人名ラチシユンイチ

振込･振替先口座

取消確認

戻る
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2018年6月15日施行

第1章 総則

第Ⅷ条蕊融鰯亨非営利活動法人ﾋｭｰﾏﾝｲﾝﾀﾌｪｰｽ学会と称する｡英語表記をHumanInterface
第2条本法人は､事務所を京都市下京区中堂寺粟田町93番地京都リサーチバーク6号館に置く。

目的及び事業

本法人は、ヒューマンインタフェースに携わる者､ヒューマンインタフェースに関心のある者､及びヒューマンイ
ンタフェースを利用する一般消費者等を対象として､学会誌の発行､シンポジウムや研究会の開催､セミナ

ーや講演等による教育･研究活動事業､他学会との研究交流やヒューマンインタフェースに関する研究等を
行うことを通して、人にとって使いやすく分かりやすいヒューマンインタフェースの普及をはかり、安全で安心
な社会の実現､学術文化の向上発展に資することを目的とする。尚、ヒューマンインタフェースとは､人と技
術の関わりを対象に､その技術の設計･実現･評価､そして、これを利用する人の生理･認知･心理･文化･社
会的視点からの科学､及び､これらを取り巻く主要な事象を扱う学問分野である。

この法人は､前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。

保健､医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

学術､文化､芸術又はスポーツの振興を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

消費者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡､助言又は援助の活動

本法人は､前条の目的を達成するために､次に掲げる種類の事業を行う。

ヒューマンインタフェースに関するシンポジウム･研究会･セミナー等の開催

ヒューマンインタフェースに閏する機関誌及び図書の刊行

ヒューマンインタフェースに関する研究及び調査

優れた研究の奨励及び研究業績の表彰

その他、目的を達成するために必要な事業

第2章

第3条

第4条

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

第5条

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

会員

本法人の会員は次の7種とし､正会員と一般会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法｣という。）上の
社員とする。

正会員本法人の目的事業範囲において､専門の学識又は相当の経験を有する個人

一般会員本法人の目的に賛同して入会し活動を推進する個人

学生会員大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生

賛助会員本法人の目的事業に賛同し､その事業を援助する個人又は団体

購読会員本法人の機関誌を定期的に購読する個人または団体

名誉会員本法人の目的事業範囲において､正会員の内で特別の功績があり､総会の議決を経て推薦され
た個人

シニアアソシエート総会で別に定める基準を満たす正会員経験者で､理事会の議決を経て推薦された者

正会員、一般会員､学生会員､賛助会員及び購読会員として入会しようとする者は､別に定める会員の種別
を記載した入会申込書により会長に申し込むものとし､会長は､正当な理由がない限り､入会を認めなけれ
ばならない。

一般会員､賛助会員､購読会員の入会については､特に条件を定めない。

会長は､前項の者の入会を認めないときは､速やかに理由を付した書面をもって､本人にその旨を通知しな
ければならない。

名誉会員に推薦された者は､入会の手続きを要せず､本人の承諾をもって名誉会員となる｡名誉会員となる
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場合、正会員としての身分を併せて継続することができる。

シニアア､ノシエートに推濤された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもってシニアアソシエートとな
る。シニアアソシエートとなる場合、正会員としての身分を併せて有することができる。

正会員、一般会員学生会員、賛助会員及び購読会員になるものは､総会で別に定める入会費を納入しな
ければならない。

正会員､一般会員､学生会員､賛助会員及び購読会員は､総会で別に定める会費を納入しなければならな
い ，

名誉会員は、入会費及び会費を納めることを要しない｡ただし、正会員としての身分を継続して有する場合
は､第2項の会費を納入しなければならない。

シニアアソシエートは、入会費及び会費を納めることを要しない｡ただし、新たに正会員としての身分を併せ
て有する場合は､第1項の入会費を納入しなければならない｡また､正会員としての身分を継続して有する
場合は､第2項の会費を納入しなければならない。

会員は､次の事由によってその資格を喪失する。

退会した時

死亡し、若しくは失畭宣告を受けたとき

賛助会員もしくは講読会員である団体が解散したとき

除名されたとき

会員は､会長が別に定める退会届を会長に提出して．任意に退会することができる。

会員が次の各号の一に該当するときは､総会の議決を経て､会長がこれを除名することができる。この場
合、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

本法人の名誉を傷つけ､又は本法人の目的に違反する行為があったとき

本法人の会員として会費納入を2年以上怠り､催促してもそれに応じない場合

既納の入会金､会費及びその他の拠出金品は返還しない。
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第4章役員、評議員及び職員

第13条本法人には､次の役員を置く。

（1）理事10名以上24名以内(うち会長1名、副会長2名以内）

（2）監事2名

第14条理事及び監事は､社員の中より総会にて選任する。

2．理事と監事は相互に兼ねることができない。

3．役員の選任については別に規程を定める。

第15条会長は､本法人を代表し､本法人の業務を総理する。

2．会長以外の理事は､本法人の業務について､本法人を代表しない。

a尋義藤驫鵜;会長に事故あるとき又は欠けたるときは､会長があらかじめ指名した順序によ’

‘駕裟議蝋手淫蕊肇めるもののほか､本法人の総会の権限に属せしめられた事項以
監事は､本法人の業務及び財産に関し､次の職務を行う。
（1）本法人の財産の状況を監査すること。

（2）理事の業務執行の状況を監査すること。

5獣謝蕊驍鯉i蕉劉撫澤,2鱈職令若しくは定款に違反する重大な事婁を
（4）前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ若しくは理事会の招集
を請求すること。

第16条本法人の役員の任期は2年とする｡ただし､原則として連続して4年を越えないものとする。

1鷲鱒黙話灘蒸瀞役員が選任されていない場合にかぎり､任期の末日後最初の総
3．補欠又は増員により選任された役員の任期は､前任者又は現任者の残存期間とする。

4役員は､辞任又は任期満了後においても､後任者が就任するまでは､その職務を行わなければならない。

詞7条澪又は監事のうち､その定数の3分の]を超える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならな
第18条役員が次の各号の－に該当するときは、理事は理事会における理事現在数の3分の2以上の議決により、



監事は総会において出席した社員の3分の2以上の議決により、これを解任する。この場合、議決前に弁明
の機会を与えなければならない。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき

職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

本法人には、評議員を置く。

評議員は､理事会の推薦する者を会長が委嘱する。

評議員は､評議員会を組織して会長の諮問に応じ本法人の事業の遂行について会長に助言する｡また必要
がある場合には、自ら会長に助言する。

評議員の任期については第’6条の規定を準用する。この場合、「役員｣とあるのは｢評議員｣と読み替えるも
のとする。

本法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て必要な委員会を置くことができる。委員会に
関する規程は、理事会の議決を経て別に定める。

本法人の事業に関する事務処理等については以下のように定める。

本法人の事務を処理するために､所要の職員を置く場合には予め理事会にはかり､会長が雇用契約を行う
ものとする。

本法人の事務処理に関する業務の一部を外部へ委託する場合には､予め理事会にはかり､会長が業務委
託契約を行うものとする。

本法人が外部から業務を受託する場合には、予め理事会にはかり､会長が業務受託契約を行うものとす
る。

（1）

（2）

第19条
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(2）

(3）

第5章 会議

第22条会議は､総会､理事会及び評議員会とする。

第23条総会は社員をもって構成する。

第24条総会は通常総会と臨時総会とする。

2．通常総会は毎年1回会計年度終了後3ケ月以内に開催する。

臨時総会は､次の各号の一に該当する場合に開催する。
（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

3．（2）社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請
求があったとき。

（3）第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

第25条猿|堂蕊鯏需辮嘉霊創ぞ集する｡請求により臨時総会を開くときは請求のあった日から↑力月

2鴬:駕篭縦鯛巽砺豆に､その会議の日時場所及び審議事項を記載した書面又は電磁的
第26条通常総会の議長は会長とし､臨時総会の議長は会議のつど出席社員の互選で定める。

第27条総会は､この定款に別に定めるもののほか､次の事項を議決する。

（1）事業計画及び活動予算並びにその変更についての事項

（2）事業報告及び収支決算についての事項

（3）財産目録及び貸借対照表についての事項

（4）その他､本法人の運営に関する重要事項

総会は､社員の現在数の10分の1以上の者が出席しなければ､その議事を開き､議決することができな
第28条い°ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の社員を代理人として表決を

委任したものは、出席者とみなす。

2．総会における議決事項は､第25条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

a僧諦認緬:蕊騨窯讓密議蝋熱鵜舞蕊鰯享員の議決権を平等

4驍鯛襄聲鴬發麓霊謹窪棄爵瀧腱悪罵蕊蕊謝驍溌記
第29条総会の議事の要領及び議決した事項は､全会員に通知する。

理事会は､毎年4回以上会長が招集する｡ただし､理事現在数の3分の1以上又は監事から会議に付すべ
第30条き事項を示して理事会の招集を請求されたとき､会長はその請求の日から10日以内に臨時理事会を招集

しなければならない。

2．理事会の議長は会長とする｡ただし､臨時理事会の議長は出席理事の互選による。



第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ､議事を開き議決することができない｡ただ
し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

監事は理事会に出席し意見を述べることができる。

評議員会の構成と運営については理事会において別に細則を定める。

総会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

議事録には､議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければなら
ない。

前2項の規定に関わらず､正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総

会の決議があったとみなされた場合においては､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1）総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日

(4)議事録の作成を行った者の氏名
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第6章資産及び会計

第34条本法人の資産は次のとおりとする。

（1）財産目録記載の財産

（2）入会金及び会費

（3）資産から生ずる収益

（4）事業に伴う収益

（5）寄付金品

（6）その他の収益

第35条本法人の資産は特定非営利事業に関する資産のみとする。

第36条本法人の資産は､会長が管理し､その方法は､理事会の議決を経て会長が別に定める。

第37条本法人の会計区分は､特定非営利事業に関わる会計のみとする。

第38条本法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は､会長が編成し､総会の議決を経なければならない。

第39条零謹蕊話胃黒葎豊蕊卑喋蓋瀧藷鶏鯉耀濤長は理事会の議決を経
2．前項の収益費用は新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第40条予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2．予備費を使用するときは､理事会の議決を経なければならない。

第"条濾蜜後にやむを得ない事由が生じたときは､総会の議決を経て､既定予算の追加又は更正をすること
本法人の事業報告書､活動計算書財産目録及び貸借対照表等決算に関する書類は､毎年事業年度終了

第42条後3ケ月以内に会長が作成し､会員の異動状況書とともに､監事の意見書を付け､理事会の承認を経て､総
会の承認議決を得なければならない。

2．決算上余剰金を生じたときは､次年度に繰り越すものとする。

第43条本法人の事業年度は､毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第"条蕊嘉蕪繍鯉謡.本法人が資金の借入その他新たな義務の負担が発生する場合は理事

定款の変更及び解散

本法人が定款を変更しようとする時は､総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経､かつ、
法第25条第3項に規定する以下の事項に該当する場合は所轄庁の認証を得なければならない。

目的

名称

その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

主たる事務所及びその他の事業所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る｡）

社員の資格の得喪に関する事項

役員に閨する事項(役員の定数に係るものを除く。）
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会議に関する事項

その他の事業を行う場合における、その種類、その他当該、その他の事業に閨する事項

解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。）

定款の変更に閨する事項

この法人は､次に掲げる事由により解散する。

総会の決議

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

正会員の欠亡

合併

破産手続き開始の決定

所轄庁による設立の認証の取消し

前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは､本法人の解散は､総会における出席者数の4分の3以
上の議決を経なければならない。

第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。

本法人の解散に伴う残余財産は､総会における出席者数の4分の3以上の議決を経て法11条第3項に掲
げるもののうちに譲渡するものとする。

（7）

（8）

（9）

(10)

第46条

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

2．

3．

第47条

公告の方法

この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲載して行う｡ただし､法第28条の2第1
項に規定する貸借対照表の公告については､この法人のホームページに掲載して行う。
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第9章補則

第49条この定款の施行についての規程は､理事会の決議を経て別に定め､総会に報告する。

この定款は本法人の設立の日から施行する。

本法人の設立当初の役員は､別表のとおりとする。

本法人の設立当初の役員の任期は､第16条第1項の規定にかかわらず､本法人の成立の日から平成18
年通常総会の日までとする。

本法人の設立当初の会計年度は､第41条の規定にかかわらず､本法人の成立の日からその年の12月3
1日までとする。

本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず､設立総会の定めるところに
よる。

本法人の設立当初の入会金及び会費は､第8条の規定にかかわらず､次に掲げる額とする。

正会員

・入会金2,000円

・年会費6,000円

一般会員

・入会金2,000円

・年会費6,000円

学生会員

・入会金2,000円

・年会費3,000円

賛助会員

・入会金0円

・年会費30,000円／口(1口以上）

購読会員

・入会金0円

・年会費12,000円

附則1

附則2

附則3

附則4

附則5

附則6

(1）

(2）

(3）

(4）

(5）

但し､任意団体ヒューマンインタフエース学会の会員については入会金を免除する。



附貝llこの定款は、定款変更認証の日から施行する。
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|会員の種類
本会の会員は次のとおりです。

（1）正会員:本会の目的事業範囲において､専門の学識又は相当の経験を有する個人

（2）一般会員:本会の目的に賛同して入会し活動を推進する個人

(3)学生会員:大学及び大学院又はこれに準ずる学校の在学生

(4)賛助会員:本会の目的事業に賛同し､その事業を援助する個人又は団体

(5)購読会員:本会の機関誌を定期的に購読する個人または団体

(6)名誉会員:本会の目的事業範囲において､正会員の内で特別の功績があり､総会の議決を経て推薦された個人
(7)シニアアソシエート:総会で別に定める基準を満たす正会員経験者で､理事会の議決を経て推薦された者

|会員特典
当学会の正会員・一般会員･学生会員には、次の特典があります。

・学会誌を2月・5月･8月・11月の年4回発刊(冊子)。オンラインにて過去の学会誌を閲實可能です。

・論文誌を2月｡5月･8月・11月の年4回発刊(オンラインジャーナル)。また､過去の論文誌掲載論文全てオンラインで閲覧
可能です｡11月に当年1年分の掲載論文が収録されたCD-ROMを配布します。

・本学会の論文誌へ論文投稿が可能です。

本学会の開催するシンポジウム､セミナーへの参加が会員価格で参加可能です。

・研究会購読をお申し込みされた場合は研究会で発表された論文を収録したCD-ROMを1年に1回送付｡また､研究会へ
の参加が無料となります。

・正会員･一般会員は総会に出席して議決権を行使できます。

当学会の購読会員には､次の特典があります。

・学会誌を2月･5月･8月。11月の年4回発刊(冊子)。

・論文誌を2月･5月･8月・11月の年4回発刊(CD-ROM)。

・研究会で発表された論文を収録したCD-ROMを1年に1回送付。

・購読会員Bはシンポジウム論文集(DVD-ROM)をシンポジウム開催後､送付。

賛助会員の特典は､会費口数に応じて、次のようになっています。

・学会HPへの掲載およびﾘンク

・シンポジウムの聴講の会員扱い…………1口あたり1名

・セミナーなどの聴講の会員扱い…………1口あたり1名

・学会誌の無料入手………………1登録あたり1冊

・研究会資料の無料入手…･…………1登録あたり1冊

|入会金
2,000円(入会時初回のみ｡購読/賛助会員は不要）

|年会費 「・’１．－‐１１：一‐
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’’2,000円|学会誌論文誌(電子版),研究報告集(電子版）
I正会員･一般会員 ｜‘－－－ -－ ’ －－ 一一一一一一一一一一一一一-’

!17,000円|学会誌論文誌(電子版)国際学術雑誌
一-一--------.---十-------.----.-----一一一一一一一------…‐･"--.----…･ --.-.----...-､-----.---､----.---.-----.---.．一-----~一~.-.~….~－－~.~.~~"~~.~~~~.~~~~I

21,000円｜学会誌,論文誌(電子版),研究報告集(電子版),国際学術雑誌
－－－－－－－－－一一一一-------.------一一一-一一→一一.一一.一一一一一一一一,------.----－一一一-一一一一一一‐一一一一一.一一一一一一－．－－』

学生会員 3,000円｜学会誌,論文誌(電子版）
－．－．－七.．,,._－－－－－‘一一一一一－一.’－－－ ‐-..-.-,---－一一寺---.---.,色一'・－.←-両－－－－，－－－－．－一一一・一一．画一・一-－－－－，－＝一一一一－－～‐－ 一．--一一一一.一一一一一一 一~~‐一一.一一~ー一ー､司一



7 000円 学会誌論文誌i電子版) 研究報告集(電子版）

12,000円 学会誌論文誌(電子版),国際学術雑誌

16,000円 会誌論文誌(電子版).研究報告集(電子版),国際学術雑誌

12,000円 学会誌論文誌(電子版),研究報告集(電子版）

20,000円 学会誌論文誌(電子版),研究報告集(電子版),シンポジウム論文集

購読会員A

購読会員B

30,000円/／

口
学会誌論文誌(電子版),研究報告集(電子版）賛助会員

※2014年1月1日より正会員･－般会員の年会費が変更されました。

|入会申し込み方法
･FAX,郵送の場合:入会申込書[坐型鬮][四鰯､に必要事項をご記入いただき､事務局までお送り下さい。
・オンライン登録

オンライン会員登録

|その他注意事項
本学会の会計及び事業年度は毎年1月～12月となり会員は一年分前納を原則とします。

年度の途中で入会される場合も、当該年度分の会費を納入が必要となります。

この場合､学会誌は当該年度の第1号(2月号)からお送り致します。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号 1－3

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･嬰瀞鱸謡勧費･会議費･資料鰄費･資料購入費僖雷･藥所費･人件費

内 容 事務用品購入(名刺ホルダー）

年 月 日 令和8年1月7日 金 額 365円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添 領収書 参

案分

後援

の理由

会活動と案分

領収書金額(a)

731円

案分率(b)

l/2

％

政務活動費支出額(a×b)

365円
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良知駿一事務所 様

\3,747-
￥340-

領収金額（税込）

うち消費税等

三京都

アスク
但しアスクル商品代金（クレジットカード決済）

上記の金額正に領収いたしました。 登録番号T5010601030357

数量 単価（税込） 金額（税込） I内訳

ハ
腓ｷﾝｸジム名刺ﾎﾙﾀｰA4判30穴ファイル用リフィル名刺ボケ 1 731 731

詩……冠1芝…

｜
｜

’

ｎ
“

一帝蓋一》 _←－－－－39ﾁ’

10％3,747円うち消費税等340円

8％［軽］ 0円うち消費税等 0円

8％ 0円うち消費税等 0円

非課税 0円うち消費税等 0円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ･良知駿一）

薬理番号

経費項目趣･研修費･広聴広報費･鶏調誇礒謄･会議費･難H賊費･資粥臓入費･事務費･事翻漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和8年1月8日 金 額 5,900円

目 的

(該当項目に丸ED

|鄙局事業ヒァリンク|・幽元安睾Y古勤調旬．筐巡回亜窒二｣豆二目

その他調査（ ）

。」奴3労1古里U』貢不1~(ﾉﾉ垂ｴ壬。

使 途

骸当項目に丸印
犀司･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

Ｊ
「
』

議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する ○

~］会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

利用票 参照

①東海道新幹線

浜松一静岡往復

2,330円×2＝4,660円

③童鉄バス

聖隷三方原病院一浜松駅往復

620円×2＝1,240円

①＋②＝5,900円

」
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26年1月8日
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000457B2qE鵬

3001/予2361静岡600‘’

ﾛ■■■■■■■

静岡

自由席

f F毎 言 席 一…■■尾亜勧■■宅
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国旦璽暉ﾖ師 面肩…＝三宮ゴー

ヨ… 、I● 01ﾛﾛ巨口里 届面U轟祠詞痙＝

2,5年1月8日
\2,330
0叩3649畑 541

3001/予2360浜松6006

浜瑚痒~靜一『

自由席

『
■由唾四一一E ＝＝ 一 ＝ 室

.■ 冒 尾 宗 一… ■■席師強■■宮

■h■弓■dYq“唾匝■孝｡h■叩I呂■幸､【酒●】【圭阿宅●】且司口臆旧二

‐■■ ■■ 一再一■一

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

5,900円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,900円



様式第1－5号

支 払 証 明 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

(整理番号 1－4 ）

※本様式は、公共交通機関で領収書等が発行されない場合の運賃（例：私鉄・路線バス等への現金

乗車）及び回数券で有料道路を利用した場合の1回分の利用料金に限り使用することができる。

下記のとおり支払ったことに相違ありません。

令和8年1月8日

議員氏名 良知駿一

支払先 内容・積算の内訳 金 額（円）

遠鉄バス 聖隷三方原病院一浜松駅 620

遠鉄バス 浜松駅一聖隷三方原病院 620



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号 1－5

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広科濱･雰識儲瀧債･会議費･資料作成費･岬･事務費･事務所費･人件費

内 容 ゼンリン住宅地図(天竜因 購入

年 月 日 令和8年1月9日 金 額 26,950円

目 的
地元が記載されている地図を購入するため。

使 途
購入代

関連性

政務の様々な活動で必要となる基礎的な資料である。

今回購入した地図は、選挙区の再編に伴い増加したエリアのものである。

く領収書貼付枠＞

別添納品書・領収書参

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

53,900円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

26,950円



様良知駿一

ゼンリン公式オンラインショップ

ZENRINStore

〒lOl-0063

東京都千代田区神田淡路町

曙
ワテラスタワー

株式会社ゼン

\53,900-(消費税等込み）領収額合計

商品代金但し

登録番号：T52908010020462026年1月9日

クレジットカード

お支払い日

支払方法

受注番号

ご注文日ご注文日 2026年1月7日

上記の金額正に領収致しました。

【内訳】
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麓灘蕊駕篭蕊蕊識鶴鱗識鍵譲鶴灘識鶴鰯鍵繍譲耀熱
[22137Al0l]住宅地図B4判浜松市天竜区1(天竜・春野・施山）202305ファイル版（36穴バインダー用）

灘鍵鍵鱗
19,000

蝋‐ 灘鍛議鱸§
19,000

[22137BIOI]住宅地図B4判浜松市天竜区2（佐久間・水窪)202305ファイル版（36六バインダー用）
14,000 1 14,000

[B35000100]B4判専用布製，36穴バインダー（通常）
8,000 2 16,000

小 計 49,000

送 料 （税抜） 0

代引 き手数料 （税抜） 0

合 計 （税込） 53,900

クーポン割引 0

ポイント割引 0

税 抜 金 額 合 計 49,000

消 費 税 額 合 計 4.900

総 計 53,900



様式第1－1号

丙

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号

経費項目 調劃}暁費･研修費･広聴広報費･霊調誇踵憤･会議費･資料{賊費･資繩篇入費･扉胃･事務所費･人件費

内 容 スマートフォン通信料

年 月 日 令和7年11月1日～令和7年11月30日 金 額 2,372円

目 的
政務活動を伴う通信費

使 途
スマートフォン圃言料（2025年11月分）

関連性

く領収書貼付枠＞

別添利用内訳表・クレジットカード明細書参照

案分の理由

私用と案分

領収書金額(a)

4,745円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,372円
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dcARDご利用代金明細書

『遡 一

一
一お戸
１
，
’
‐ 2026年1月13日

2025年12月21日発行

I 良矧:!f駿詩様

金融機関

支店

科目

口座番号

キャッシングサ

ービス契約日

-年-月一日
託

各種ご照会・お申込みには会員番号が必要となりますので、お手元にカードをご用意の上、お問い合わせください。

お客様の個人情報保護のため、口座番号の下3桁を表示しておりません。

※口座振替令融機関の口座残高のご確認をお願いいたします。

株式会社NT｢ドコモ

登録番号：T101OOOlO67912

ご利用内訳明細

《
畢
回
》
》
回
岬
数

《
畢
回
》
》
回
岬
数

-,』･-△F'■:::-,ｺ.19.:::､二ｺ』::.&..-期羽;-曲』'＆'一二EDF苑-
‘･･↓!:,溌:9ざ職菅‘』::呂二:::::』号:砥職冒:，‘』!』,?:舵;罐:

摘要溌蕊識迩

-,』･-△F'■:::-,ｺ.19.:::､二ｺ』::.&..-期羽;-曲』'＆'一二EDF苑-
‘･･↓!:,溌:9ざ職菅‘』::呂二:::::』号:砥職冒:，‘』!』,?:舵;罐:

摘要溌蕊識迩

ご利用金額

毒:(貸討けの

：金額※川

支払い
,．.．.:.．::,.:：

"区分
お支払い金額お支払い金額ご利用店名ご利用年月日

;種篭蕊鴬砿獄”農葱駿蕊溌:ご剰甫爺

ユ回払ドコモご利用料金/iD 12月分 4,745円4,745円2025/11/30

お古払日 2026年1月13日（火）

お支払い額合計 4,745円

カスタマー番号

（サービス名称／

加入・切り替え

日）



日頃、ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。 （ 1／／ 1ページ)d6Eomo

＊＊＊ユニバーサルサービス料について＊＊＊

ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（NTT東西の加入電話等）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。

なお．社団法人電気通信事業者協会から1番号当たりの費用（番号単価）が公表されています。

内訳項目 金額（円）
BREAK叩鯏

BYCATEGORY(YEN）

内訳金額（円）

AMOUNT（YEN〉

内訳等詳細

(DETAlLSOFBREAゆOWN〉

,税区分

(TAX）

ご利用期間（11／1～11／30）

■■■■■■■■■
◇基本使用料等（計）

2.980 2,980 ギガライト2 ステップ1：～1GB 合 算

2,850 (内訳）ギガライト2

－170 (内訳）dカードお支払割

3” (内訳）spモード利用料

0 (参考）高速通信ご利用データ量は 0．BG 合 算

◇通話料・通信料（計）
1.330

600 Xi通話料 合 算

30 Xi・SMS通信料 11月ご利用分 合 算

700 5分通話無料オプション定額料 合 算

◇その他ご利用料金等（計）
4

3 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり3円のご請求となります 合 算

1 電話リレーサービス料／基本 1番号あたり1円のご請求となります 合 算

◇消費税等相当額（計）
431

431 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計X10％

◇合計
4.745 4‘745 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、11月末で 24年11か月となりました。

○ご利用料金に対する獲得ポイントはdポイントクラブ サイトの「ポイント獲得・利用履歴」か

らご確認ください。



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･野調誇働費･会議費･資洲賊費･資辮入費･庫謂･事務所費･人件費

内 容 chatGPTPlusの利用

年 月 日 令和7年11月26日～12月26日 金 額 1,793円

目 的
● chatGPTを活用して政務活動を効率化する

● chatGPTの利用をとおし、行政における活用について研究する

使 途
使用料

政務活動．

県政との

関連性

chatGPrを活用して日常の政務活動の効率を上げるとともに、行政分野における

chatGPrの活用が業務の生産性や行政サービスの向上に繋げられる力研究・検討する 0

く領収書貼付枠＞

別添領収書（ドル建て） クレジットカード明細書参照

クレジットカードの口座引落しの原本は8年1月整理番号 1－6 添付

案分の理由

私用と案分

領収書金額(a)

3,587円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,793円



ご利用明細書

平素は当社のカードをご剰用いただき誠にありがとうございます。
良知 駿一様の
ご利用明細をご案内申しあげます。

発行日 令稚8年2月7日

株式会社静岡銀行
雫424=0886

静岡市清水区草薙1丁目13番10号

お支払日 令瀧8年t月13疑

カード名称

会員番号

金融機溌名

支店名

お問い合わぜ先
しずぎんクレジットカードセンター
TEL:0120--540054

r言語燕繭－－1

翌月一括払いを除き、商品鞍疵、役務の未提供などを理由に支払を止めることができる場合がありまず。

愈四唾唖3恥鎚7剛61Z6E”“”l顕なA

当月お支払合計額 当月ご請求額 77,65蕊

77騰総3円

事前お支払額

内キャッシング分

合計

畷

侭

77‘65露

ご利用区分 前月お支鋒後残夷(円〉 萩焼ご科用額〈円〉 残 高(円） ご講求金額(円）
内 訳

元金” ｜手数料”｜可龍枠超過額”
蟹月お支払後残商〈閤〕

遍歳払い ”,653



発行日 令和8年2月7日

{一言莉甫萌葱－1

し

ゾ
ヅ

／〉

ご利用日
ご 利 用 店 名

海外ご利用店名／海外都市名

支払

回敷

何
回
目 ご利用金餓(円）

摘 要

現地通貨額 ｜ 達贋名幹 ｜ 換縛ﾚート
『窟知 睦一 種I

7/10/31 IIowiMAXご剰醗料金 上一己 1 4．822

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I■■ ■■■■
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7/1〃26 0P副AI虻池髄PT創鯉S/WENM,C鰹 上一・イ 1 3，587 2垂－00 ドル 163．046

－ － 騒 垂1厘 亡垂 ＝ 華一 ■ ④ の 極

f内漉聾琵 12円）
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OpenAIReceipt

Invoicenumber9AEEFDEC-0032

Datepaid November26,2025

Billto

SHUNICHIRACHI

〒431－1304

静岡県

浜松市浜名区

細江町中川7172-698

ラトゥール101

Japan

OpenAI,LLC

14553rdStreet

SanFrancisco,California94158

UnitedStates

ar@openai.com

JPTRNT4700150127989

$22.OOpaidonNovember26,2025

AmountQty Unitprice TaxDescription

$20.00 10% $20.00ChatGPTPIusSubscription(perseat)

Nov26-Dec26,2025

1

$20.00

$20.00

＄2.00

(\313）

$22.00

$22.00

Subtotal

Totalexcludingtax

JCT-JAPAN(10%on$20.00)

Total

Amountpaid

Paymenthistory

ReceiptnumberAmountpaidDatePaymentmethod

November26,2025 $22.00 2914－1981－

4179

Pagelofl



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号 1－8

経費項目 調剖暁費･研修費･広聴広報費･霊辮燕勵費･会議費･資料侑蹟･資繩瀞費信霊･事務所費･人件費

内 容 モバイルルーター通信料

年月 日 令和7年10月1日～令和7年10月31日 金 額 2,411円

目 的
政務活動を伴う通信費

使 途
モバイルルーター通信料(2025年10月分）

政務活動．

県政との

関連性

＜T貝乢X言貝向1丁イギ少

別添料金内訳書クレジットカード明細参照

クレジットカードの口座引落しの原本は8 年1月整理番号 1－6 添付

クレジットカードの明細の原本は 8年鼠’月整理番号 Iご汀 添付

案分の理由

私用と案分

領収書金額(a)

4,822円

案分率(b)

l/2

％

政務活動 雪支出額(a×b)

2,411円



UQコミュニケーションズ株式会社

(T2010401075423)

2025年11月5日発行

料金内訳書（適格請求書）

良知 駿一 様

2025年11月ご請求金額(2025年10月ご利用分）

<1／1＞

ご利用内容 ご利用金額（円） 備考

利用分

基本料
ユニバーサルサービス料
電話リレーサービス料
消費税等(10%)
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プラン契約期間20ヶ月目

10/1～10/31

課税対象額 4，384円

■虹

t pr



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号

経費項目 調劃)暁費･研修費･広聴広報費･雰辮靜鋤費･会議費･資瀧鰄費･資瀧騰入費･匡霊･識所費･人件費

内 容 モバイルルーター通信料

年 月 日 令和7年11月1日～令和7年11月30日 金 額 2,411円

目 的
政務活動を伴う通信費

使 途
モバイルルーター通信料(2025年11月分）

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添料金内訳書クレジットカード明細参

クレジットカードの口座引落しの原本は8 年‘1月整理番号 1－6 添付

クレジットカードの明細の原本は 8 年1月整理番号 1－7 添付

案分の理由

私用と案分

領収書金額(a)

4,822円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,411円



UQコミュニケーションズ株式会社

(T2010401075423)

2025年12月3日発行

料金内訳書（適格請求書）

良知 駿一 様

2025年12月ご請求金額（2025年11月ご利用分）

<1／1＞

ご利用内容 ご利用金額（円） 備考

基本料

ユニバーサルサービス料
電話リレーサービス料

消費税等(10%)

利用分
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号 1－10

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･野識儒瀧憤･会議費･資紺賊費･資1糖入費･事務費･關胃･人件費

内 容 事務所電気代（2025年11月分）

年 月 日 令和7年10月15日～令和7年11月13日 金 額 3,225円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添クレジットカード明細コピー・使用量のお知らせ 参

クレジットカードの口座引落しの原本は8年1月整理番号1－6 添付

クレジットカードの明細の原本は 8年1月整理番号1-'Z…添付

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

6,450円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

3,225円



電気ご使用量のお知らせ 2025年11月分 2025年11月14日

毎度お引立ていただきありがとうございます。電気ご使用量をお知らせいたします。

他契約の検針票へ切り替える場合はこちら→

良知 駿一 様 ご請求額

6，450円
（うち消費税等相当額586円）

･CUⅡl叫『叩｡｡ⅡTo抑､af“Ⅱq『1.DP＃Ⅱ。皿■qﾛﾛGﾛ岬Ⅱ.､､ⅡいⅡlhmDPfGﾛｰDrQⅡ叩Ⅱ1

電気のご使用量

181kWh

（日数：30日間）

【参考：前年同月の情報】

。ご使用量 169kWh

・日数 31日
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[ご請求額内訳］

1,605円70銭基本料金

銭
銭
０
０
６
６

円
円
５
２
５
Ｚ

６
６
〃
ｆ

２
１

電力量料金 1段料金

2段料金

（うち燃料費調整額） 168円33銭

-153円00銭

720円

おとく割

再エネ発電佇准賦課全

検針日

ご使用期間

燃料費調整単価(税込）

12月12B

11月14日～12月11日

0円86銭/kWh

【再掲】託送料金相当額

（うち各種負ｷ日全相当額）

1,817円

10円86銭
翌月（12月分）のご案内

お客さま番号

■■■■■ F
1

ト

日程

11

供給地点特定番号

■■■■■■■
）

おとくプラン

契約種別 契約容量

50A

力率

ご使用場所

静岡県 浜松市 浜名区 細江町 中川 7172－698

ラトゥール 101

検針日

11月14日

ご使用期間

10月15日～11月13日

ご使用日数

30日

電気Eｼ使用皇 前年同月実績（ご使用日数31日）

181kWh 169kWh

計器番号128 第1計器
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当月燃料費調整単価（税込） 0円93銭/kWh

再エネ発電促進賦課金単価（税込） 3円98銭/kWh



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのく に県民クラブ･良知駿一）

整理番号 1－11

経費項目 調却f究費･研修費． 広聴広報費・霊調誇鰯費･会議費･資料侑戎費・資料購入費･犀謂･事務所費･人件費

内 容 事務用品購入(テプラテーブ）

年 月 日 令和8年1月15日 金 額 433円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添 領収書 参

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

867円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

433円



聿
三領 収

発行日：2026年1月16日

領収日（最終出荷日):2026年1月15日

領収書管理No．0265479601

注文番号ADNARKBO

良知駿一事務所 様

\3,451-
￥313‐

領収金額（税込）

うち消費税等

舅京都

アスク

江壹

但しアスクル商品代金（クレジットカード決済）

｜ 上記の金額正に領収いたしました。

しおノ

登録番号T5010601030357

数量 単価（税込） 金額（税込） I内訳

8678671
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里

一口
うち消費税等313円

うち消費税等 0円

うち消費税等 0円

うち消費税等 0円

10%3,451円

8％【軽］ 0円

8％ 0円

非課税 0円

[軽］は軽減税率（8％） 対象商品です。

蕊蝋



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ･良知駿一）

整理番号 1－12

経費項目密･研修費･広聴広報費･霊識饒瀧婚･会議費･資料竹城費･資粥購入費･事務費･事務’漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年 月 日 令和8年1月16日 金 額 5,900円

ロ ロソ

(該当項目に丸帥

’’一一Ｆ

司jﾉﾛj尹未[一ノソ､ノン・ピ出ﾉし垂三三1口割”ヨー="lq'洞則全宣丁｣ロー'ユー』&久4方1口割真平易rvﾉ堂這』圭一

その他調査（知事申し入れ）

使 途

(該当項目に丸ED 辰通詞･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸ED

・議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する

日
0

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・ 確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する。

・ 会派内で県施策等に関する検討を行い、意見の調整・集約を行う。

＜祠貝HX言貝白1丁イギ参

利用票 参照

’

■

さ記車
れ載内
た以改
｜外札
Cのの

力座際
l席は
ドを、
等ここ
を利の
確用ご
認の利
さ場用
せ合票‘
てはを

い、呈
た入示’
だ場し，
き時て
まにく’
す使だ’
･用さ

い
ロ

」

I■
さ記車
れ載内
た以改
｜外札
Cのの

力座際
I席は
ドを、
等ごこ
を利の
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①東海道新幹線

浜松一静岡往復

＝4,660円2,330円×2

②遠鉄バス

復院一浜松駅往聖隷三方原病

620円×2＝1,240円

①＋②＝5,900円
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__-3001/予2363静岡6006

静岡

自由席

…N画”､司廓祠両面祠弱面面

26年1月16日
3001/予2362浜松6203

362■■■■■■■■

浜社寺

自由席

案分の理由

今て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

5,900円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,900円



様式第1－5号

支 払 証 明 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

(整理番号 1－12 ）

※本様式は、公共交通機関で領収書等が発行されない場合の運賃（例：私鉄・路線バス等への現金

乗車）及び回数券で有料道路を利用した場合の1回分の利用料金に限り使用することができる。

下記のとおり支払ったことに相違ありません。

令和8年1月16日

議員氏名 良知駿一

支払先 内容・積算の内訳 金 額（円）

遠鉄バス 聖隷三方原病院一浜松駅 620

遠鉄バス 浜松駅一聖隷三方原病院 620



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･雰識儲潅婚･会議費･資榊戎費･露緬･事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読(2026年1月分）

年 月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 990円

目 的
情報収集

使 途
布11頁]只月･可酬普r

政務活動．

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

く領収書貼付枠＞

領収書参照

1

良知駿一様

新聞･雑誌名 税率部数金額(税込）

しんぶん赤旗日曜版 8％ 1 990

1

1

8%対象 990円(税込） 消費税 73円

10%対象 0円(税込） 消費税 0円

日本共産党中央委員会
しんぶん赤旗

鵠赤旗

(取扱先）

2026年1月分

990円(税込）

日本共産党西部地区委員会
〒433-8122

浜松市中央区上島2-13-17
TELO53-474-2145

登録番号T2700150120822

I

」

領収年月日

地

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

990円

案分率(b)

／

100％

｣既ｨ労i白曳U貢￥山荷貝(a八Dノ

990円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ･良知駿一）

轄理番号

経費項目趣･研修費･広聴広報費･霊調靜瀧憤･会議費･資料鰄費･資粥購入費･事務費･事諦漬･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和8年1月23日 金 額 560円

目 的

(該当項目に丸印）

|部局事業ヒアリ乏到･地元要望活動調査･会派内調整打合せ･政務活動資料の整理．
その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸ED
辰逼笥･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

骸当項目に丸印

」議会･委員会等質問のため､関係部局の事業･主要施策等を確認する。
・地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する。

・確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

］議案の審議に必要な情報として､県施策の状況を確認する。
司会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

く領収書貼付枠＞

利用証明書 参照

①三ヶ日一静岡

2,580円-2,580円(還元胃爵l｣用）

=0円

②静岡一浜松

2,010円-1,450円(還元謡1用）

=560円

①＋②＝560円
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ご利用ありがとうございます。

利 用 証 明 書

ｺ▼
NEXrn

中日本

料金所（自） 三ケ日

料金所(至） 静岡

26年 1月23日12時3

通行料金 ￥2，

還元額利用△ ￥2，

合計

9分

580

580

(ETcｸﾚｼﾞｯﾄ） 車種 1

\O

I

I ※合計の消費税率は10%です．

｜※通行料金は確定しておりません。
I取扱番号

IA21601-239873-855723

※本利用証明祢はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

丁

ご利用ありがとうございます。

利用 証明 書

ｸ▼
NEX仁□

中日本

料金所（自） 静岡

料金所(至） 浜松
26年 1月23日1．7時3 1分

通行料金 \2,010-

還元額利用△ ￥1，450－

合計 ￥560－

(ETCｸﾚｼﾞ､ｿﾄ） 車種 1

※合計の消費税率は10％で1-｡
※通行料金は確定しておりません。

取扱番号

A21601-239887-759721

※本利用証明緋はETC利用照会サーピ
スで印字されたものです．
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

560円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

560円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調誇躍債･会議費･函閉園･資料購入費･事務費･事務所費･人件費

内 容 コピー機使用料

年月 日 令和7年11月14日へ令和7年12月15日 金 額 1,210円

目 的
資料等のコピー

使 途
令和7年12月請求分コピー料

関連性

調査活動、県政関連資料などの作成

く領収書貼付枠＞

別添 通帳コピー 請求書 参

口座引落しの原本は8年1月整理番号 1－6 添付

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

2,420円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

1,210円
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圭己求主月ニニ
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→
」

CanOm(お引落のお知らせ）

2025年12月16日

露キヤノンマーケティングジャパ

良知駿一事務所 御中

いつも格別のお引立てを賜り誠に有難うございます。

下記の通りご請求申し上げます。

登録番号:T5010401008297

お支払方法

お引落日

お引落口座

ご指定口座より振替させていただきます。
2026年01月23日轄

諏

締日
＊＊＊＊＊*＊＊

ご請求額（税込）：￥2,420- ＊＊＊＊＊＊****＊＊＊＊*＊**＊*＊*＊＊＊*＊＊＊＊＊**＊＊＊＊＊＊＊

謹言 設置先名良知駿-事務シリアルNC 請求期間2025/11/14～2025/12/15 伝票No.KEOOO152697411
今回値

204

3，264

73，642

合算基本料金

MG期間延長割増

前回値

204

3,264

73,506

控除数

0

0

ご使用数

0

0

135

カラーコピー

2 カラープリント

3 ブラック

カウンター保守料金品名 数量・月数 単価 金額
2,000 2,000

200
一一一一一一一一 ー=－=ー－ 一 一一一一一=ー －－－－－一一一一一一一一一一一一一一 一

料金合計(税抜) 2,200
(10%対象 2，200
消費税等 … 220)
ご請求額合計 … 2"420

(10.00%)

…＜各種サービス料金合計＞

量減税 計蒙品冒フヌー壺至額言天盃濟フF冑＝蔀冒天至京／＊

■



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

鑿理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊鞠誇躍謄･会議費･資粥H乍成費･際砺笥･事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読(2026年1月分）

年 月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 400円

目 的
情報収集

使 途
刃T聞蛎同冗科〃

政務活動．

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

く領収藝占付枠＞

領収証参

● 領 収 証 2026年1月分

I ラト'ン－ル 1（）1

良知駿一事務所様
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案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

400円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

400円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号 1－17

経費項目 調査研究費･研修費･圃紘報費･野調誇翻費･会議費･資糾乍成費･降雨･事務費･事務所費･人件費

内 容 新聞購読(2026年1月分）

年月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 8,780円

目 的
情報収集

使 途
潟T聞購読料．

政務活動．

県政との

関連性

日々の社会の情勢を調査し県政に生かす6

く領収書貼付枠＞

領収証参照 ．

｜領収証（口座振替）

|蒐蝋欝催

｜株式会社ニュース細
｜ 浜松市浜名区細江町中川54

良知 駿一

登録番号:T6080401019163

本店 053-522-0261
｜ －

｜ご購読ありがとうございます。本証はご保存下さい。金額その他を訂正したものは無効です。

振

様
蒲一垂

※静岡新聞
※日本経済新聞朝刊

10%対象 0
8%対象 8,780

i駐惟ﾎｩ

１
１

消
消

内
内
く
く

＝姫一 画■■

3,980

4,800

\税 0）
島税 650）

箙＝皇鼠 領収全額（含消費税）

8,780
円

2026
年

01
月分

領収致しました。（引落日）
2026 年 01 月 26 日

ｲ玄
lｸI、

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

8,780円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

8,780円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

鑿理番号

経費項目 調査研究費･研修費･広聴広報費･霊調誇活動費･会議費･資料作成費･鮮陶費･厘霊･霊所費･人件費

内 容 自動車リース料（令和8年1月分）

年月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 19,402円

目 的

使 途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

別添 通帳コピー 参

月額リース代39,204円のうち、対象外経費(自動車重量税)を除いた38,804円(※)の1/2相当額を

請求する ○

38,804円×1/2＝19,402円

※リース料支払維落頁3,293,136円一対象外経費(自動車重量税)33,600円＝3,259,536円

3,259,536円÷84回分割＝38,804円

令和7年5月 窪番号5－7参

口座引落しの原本は 8年1月 整理番号 1－6 添付

誇
唾 の理由

活動と私用で案分

領収書金額(a)

38,804円

案分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

19,402円



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号 1-19

経費項目 調査研究費･研修費･圃諏報費･雰識儒鰯費･会議費･資料絨費･資粥購入費･事務費･厘壷圏･人件費

内 容 事務所賃借料

年月 日 令和8年2月1日～令和8年2月28日 金 額 30,225円

目 的
政務活動を行うための事務所の賃借

使 途
賃借料（2026年2月分）

政務活動．

県政との

関連性

く領収謹占付枠＞

別添通帳コヒ°－参照

口座引落しの原本は8年1月整理番号 1－6 添付

案分の理由

後援会活動と案分

領収書金額(a)

60,450円

案分率(b)

1/2

％

政務活動費支出額(a×b)

30,225円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）【1月分】

く領収書貼付枠＞く領収書貼付枠＞

整理番号 1－20

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×走行間雛(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円）×走行慨灘(km)/総走行距離（上記C)(km)
･充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合

走行慨雛(km) 積算方法※ 充当額（円）

鐸4.プ 18円 ×輿4.7km 9793

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明します6 議員氏名 良知駿一

案分の理由

全て政務活動にかかるもの

である

領収書金額(a)

9,793円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

9,793円



月 日 内 容 行 程 走行MEWi(kIn)

1/3 ,章屠華〔文72釣深護･癖サミントノ 鉤 /X妙フシ(在
41.2

1/4 ,意見交撰a72翔娯善･…第） 事謝寄職ｸ勘惣勺（往復） 22.2

1/5 ,意見華 應zｸj,〃'言う唇硯ノ 事認三元諺””’(往痩） 2‘.0

1妬 ,意屠交換停矼"飯…ノ 事識ニラ准町祷毫沙7 ヌゴ

l妬 雲居動
弓/佐町鏡尾地内一

場”7－…

弓/佐町酌
24.3

1〃 要窒涯動

一鈎 ンター（在
’2

1/10 意屠華（>剛掴ノ

》函 噴央区板屋町地内
2d5

l/10 ,意見蕊 農産物生産ノ

》御 ヶ日町三ヶ日（盆
31.9
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》認 浜秘"//X国道雲霧
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".3

,へ 計ロ
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様式第1－1号

支 出 証 拠 書

（会派名･議員氏名ふじのくに県民クラブ･良知駿一）

整王 狸番号 1－21

経費項目密･研修費･広聴広報費･雰識儲謡鱸･会議費･資料偏噛費･資f購入費･事務費･事諏f費･人件費

内 容 県庁にて調査

年月 日 令和8年1月30日 金 額 5,900円

目 的

骸当項目に丸日、

|鄙向争耒ヒノリンZ｣.l地元安圭Y古到調富.|云脈内調塞ﾅ｣音Zg.jgq労ｲ古到負荷Uﾉ奎唾．

その他調査（ ）

使 途

骸当項目に丸ED
辰逼笥･宿泊費･駐車料･その他

政務活動．

県政との

関連性

G亥当項目に丸ED

‐
州
計
刈
ヨ
コ
ヨ

議会・委員会等質問のため、関係部局の事業・主要施策等を確認する。

地元要望に関連する部局の事業内容や取組方針・進捗状況などを確認する 0

確認した事業の課題内容や進捗状況を元に、議会・委員会等の質問に反映する。

・ 議案の審議に必要な情報として、県施策の状況を確認する 0

．会派内で県施策等に関する検討を行い､意見の調整･集約を行う。

■

■ 0

さ記車
れ範内
た以改
I外札
Cのの

力座際
i席は
ドを、
等ごこ
を利の
確用ご
認の利
さ場用
せ合票
てはを
い、呈
た入示
だ場し
き時て
まにく
す使だ
。用さ

い
｡

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１
１
画
剥
鬮
謝
謝
列

’

く領収琴占付枠＞

利用票 参照

①東海道新幹線

浜松一静岡往復

I
＝4,660円2,330円×2

②遠鉄バス

駅往復院一浜松病隷三方原聖

円1,2402＝

円5,900

620円×

①＋②＝

’

26年1月30B
3001/予2364浜松EoU6

4251■■■■■■■

浜 松

自由席

F~静一砺 静｜河 し浜 松

自由席

《
－三目■＝ ＝ 巴

■■ ＝ F…■■届亜抄塑 皐

、唾■抓同rエー■亜盃仙■曲Yg■幸M麺●】【幸圃廻■】■副●泥ﾛ且号

I■■■ ■■■■■■■■■■■

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

5,900円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,900円



様式第1－5号

支 払 証 明 書

(会派名・議員氏名 ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

(整理番号’1－21 ）

※本様式は、公共交通機関で領収書等が発行されない場合の運賃（例：私鉄・路線バス等への現金

乗車）及び回数券で有料道路を利用した場合の1回分の利用料金に限り使用することができる。

下記のとおり支払ったことに相違ありません。

令和8年1月30日

議員氏名 良知駿一

支払先 内容・積算の内訳 金 額（円）

遠鉄バス 聖隷三方原病院一浜松駅 620

遠鉄バス 浜松駅一聖隷三方原病院 620



様式第1－2号

支 出 証 拠 書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

整理番号

経費項目 扇翻堯胃･研修費

内 容 電子情報通信学会年会費

年 月 日 令和7年4月1日～令和8年3月31日 金 額 13,000円

会の趣旨．

目 的

電子工学および情報通信に関する学問技術の調査，研究および知識の交換を行い，もって学問，

技術および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

会の活動

内容等

イ．機関誌の発行

●
車
■
■

ロ
ハ
ニ
ホ

琴
琴
露
琴

工学および情報通信に関する講演会，討論会

工学および情報通信に関する学術の調査研究

， 講習会および見学会等の開催

工学および情細菌信に関する規格および標準の制定

工学および情報通信または関連事業に関し功績ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問，技術の奨励および普及事業

ﾄ．電子工学および情輌邑信に関する専門図書および雑誌の刊行

チ．その他目的を電戎するために必要な事業

政務活動．

県政との

関連性

技術を伴った施策を提言するには常に最新の情報を知っておく必要がある。情報システム

の幅広い知見を仕入れるに当たり、当学会への入会は有効であると考える。

く領収書貼付枠＞

別添領収書参照

2025年度基本年会費：13,000円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

13,000円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

13,000円



領収書

良知 駿一 様

(正員：1909281）

一般社団法人 電子情報

事務局長 霧
105-0011東京都港灰芝公園3-5-8機械振興会館

TEL:03-3433-6691 FAX:03-3433-6659下記の通り、領収致しました。

13，000円
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備考：

1．金額抹消訂正は無効

2．社印あるいは代表者印なきものは無効

3．基本年会費及び追加ソサイエティ登録費は不課税、購読オプション費は課税（10％）となります。

4．事業者晉録番号:T6010405010414



一般社団法人 電子情報通信学会定款
(平成23年5月28日第85回通常総会議決）

（平成24年10月18日臨時社員総会変更）

（平成28年6月2日定時社員総会変更）

(代議員制）

2．本会の社員は,概ね正員および正員であった名誉員(以

下，「正員等」という｡)総数の300分の1の割合を

もって選出される代議員をもって一般社団法人及び一

般財団法人に関する法律（以下，「法人法」という｡）

上の社員とする。（端数の取扱いについては，理事会

で定める｡）

3．代議員を選出するため，正員等による代議員選挙を行

う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会にお

いて定める。

4．代議員は，正員等の中から選ばれることを要する。正

員等は,前項の代議員選挙に立候補することができる。

5．第3項の代議員選挙において，正員等は他の正員等と

等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事

会が代議員を選出することはできない。

6．第3項の代議員選挙は，毎年3月までに実施すること

とし，代議員の任期は，4月1日から翌年3月31日

までの1年とする。ただし，代議員が社員総会決議取

消しの訴え，解散の訴え，責任追及の訴えおよび役員

の解任の訴え（法人法第266条第1項，第268条，第

278条，第284条）を提起している場合（法人法第

278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている

場合を含む｡）には，当該訴訟が終結するまでの間

当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は，

役員の選任および解任(法人法第63条および第70条）

並びに定款変更（法人法第146条）についての議決権

を有しないこととする)。

7．代議員に欠員が生じた場合には速やかに，補欠の代議員

を選挙することができる。補欠の代議員の任期は，任期の

満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8．正員等は，法人法に規定された次に掲げる社員の権利

を,社員と同様に本会に対して行使することができる。

イ．法人法第14条第2項（定款の閲覧等）の権利

ロ．法人法第32条第2項（社員名簿の閲覧等）の権利

ハ．法人法第57条第4項(社員総会の議事録の閲覧等）

の権利

二．法人法第50条第6項（社員の代理権証明書面等の

閲覧等）の権利

ホ‘法人法第51条第4項および52条第5項（議決権行

使書面の閲覧等）の権利

へ．法人法第l"条第3項（計算書類等の閲覧等）の権利

卜．法人法第229条第2項（清算法人の貸借対照表等の

閲覧等）の権利

チ．法人法第246条第3項，第250条第3項および第

256条第3項（合併契約等の閲覧等）の権利

9．理事および監事は，その任務を怠ったときは，本会に対

し，これによって生じた責任を賠償する責任を負い．法

人法第112条の規定にかかわらず，この責任は，すべて

の正員等の同意がなければ，免除することができない。

第1章 総 則

(名称）

第1条 この法人は,一般社団法人電子情報通信学会（以下，

「本会」という｡）と称する。

(事務所）

第2条 本会は，主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的および事業

(目的）

第3条 本会は，電子工学および情報通信に関する学問技術の

調査研究および知識の交換を行い，もって学問，技術

および関連事業の振興に寄与することを目的とする。

(事業）

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

イ．機関誌の発行

ロ．電子工学および情報通信に関する講演会，討論会，講

習会および見学会等の開催

ハ．電子工学および情報通信に関する学術の調査研究

二．電子工学および情報通信に関する規格および標準の

制定

ホ．電子工学および情報通信または関連事業に関し功績

ある者の表彰

へ．電子工学および情報通信に関する学問技術の奨励

および普及事業

ト．電子工学および情報通信に関する専門図書および雑

誌の刊行

チ．その他目的を達成するために必要な事業

2．前項の事業は,本邦および海外において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員）

第5条 本会に次の会員を置く。

イ．名誉員 電子工学および情報通信に関する学問技

術または関連事業に関し特別の功績があ

り理事会の決議を経て推薦された者

ロ．正 員 電子工学および情報通信に関する専門の学

識を有し，またはその技術に相当の経験を

有する個人で，本会の目的に賛同する者

ハ．学生員 電子工学および情報通信に関係ある課程を

置く学校で,この課程を履修する在学生で，

本会の目的に賛同する者。ただし，大学院

の在学生は正員もしくは学生員となるこ

とができる。

二．特殊員 本会の目的に賛同し，個人以外の名義で入

会する者

ホ．維持員 本会の行う事業を援助するため入会する個

人または団体で，理事会の決議を経て推薦

された者
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(開催）

第15条社員総会は，定時社員総会として毎年1回，会計年度

終了後3ヶ月以内に開催するほか，必要がある場合に

開催する。

(会員の資格の取得）

第6条 本会の会員になろうとするものは，理事会の定めると

ころにより申込みをし，その承認を受けなければなら

ない。

2．理事会において名誉員に推薦されたものは，前項の申

し込みを要せず，本人の承諾をもって会員とする。

第7条 会員は，所定の機関誌の配布を受けることができる。

(招集）

第16条社員総会は，法令に別段の定めがある場合を除き，理

事会の決議に基づき会長が招集する。

2．総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代

議員は，会長に対し，社員総会の目的である事項およ

び招集の理由を示して､社員総会の招集を請求するこ

とができる。

(経費の負担）

第8条 会員は，本会の事業活動に経常的に生じる費用に充て

るため，会員になった時および毎年，規則で定める額

を支払う義務を負う。

(議長）

第17条社員総会の議長は，会長がこれに当る。

(任意退会）

第9条 会員は，理事会において別に定める退会届けを提出す

ることにより，任意にいつでも退会することができる。

(議決権）

第18条社員総会における議決権は，代議員1名につき1個と

する。

(除名）

第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときは，社員

総会の決議によって当該会員を除名することができ

る。この場合において，当該会員に対し，当該社員総

会の日から1週間前までにその旨を通知し，かつ，社

員総会において弁明する機会を与えなければならな

いo

イ．この定款その他規則に違反したとき

ロ．本会の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為をした

とき

ハ．その他除名すべき正当な事由があるとき

2．前項により除名が決議されたときは，当該会員に通知

するものとする。

(決議）

第19条社員総会の決議は，総代議員の議決数の過半数を有す

る代議員が出席し，出席した当該代議員の議決権の過

半数をもって行う。

2．前項の規定にかかわらず，次の決議は．総代議員の半

数以上であって，総代議員の議決権の3分の2以上に

当たる多数をもって行う。

イ．会員の除名

ロ．監事の解任

ハ．定款の変更

二．解散

ホ．その他法令で定められた事項

3．理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては，

各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならな

い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定め

る定数を上回る場合には，過半数の賛成を得た候補者

の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者

を選任することとする。

(会員資格の喪失）

第11条前2条の場合のほか，会員は，次のいずれかに該当す

るに至ったときは．その資格を喪失する。

イ．第8条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき

ロ．全ての会員が同意したとき

（．当該会員が死亡し，または会員である団体が解散し

たとき

二．成年被後見人または被保佐人になったとき

2．代議員たる会員が，前項および第9条，第10条の各

項により，会員たる資格を喪失したときは，代議員た

る地位を喪失する。

第12条会員は．退会しまたは除名された場合，あるいは前条

により会員資格を喪失した場合，既納の金銭物件の返

還を要求することはできない。

(議決権の代理行使・書面決議）

第20条社員総会に出席できない代議員は，他の代議員を代理

人として社員総会の議決権を行使することができる。

この場合において，当該代議員は社員総会ごとに代理

権を証明する書面を提出しなければならない。

2．社員総会の決議について，書面により議決権を行使す

ることができるとしたときは，代議員は，議決権行使

書面を所定の方法により提出しなければならない。

3．第1項および第2項の場合における第19条（決議）の

規定の適用については，その代議員は出席したものと

みなす。

第4章 社員総会

(構成)

第13条社員総会は，すべての代議員をもって構成する。

(権限）

第14条社員総会は，次の事項について決議する。

イ．会員の除名

ロ．理事および監事の選任又は解任

ハ．理事および監事の報酬等の額またはその規程

二．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の承認

ホ．定款の変更

へ．解散および残余財産の処分

卜．その他社員総会で決議するものとして法令又はこの

定款で定められた事項

(議事録）

第21条社員総会の議事録については，法令で定めるところに

より，議事録を作成する。

2．議長および議長が指名する出席者2名以上が前項の議

事録に記名押印する。

第5章 役 員

(役員の設置）

第22条本会に，次の役員を置く。

イ．理 事 20名以上30名以内

ロ．監 事 2名以内
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(競業利益相反取引の制限）

第29条理事が次に掲げる取引をしようとする場合は，その取

引についての重要な事実を開示し，理事会の承認を得

なければならない。

イ．自己または第三者のためにする本会の事業の部類に

属する取引

ロ．自己または第三者のためにする本会との取引

ハ．本会が理事の債務を保証すること

二．その他理事以外の者との間における本会とその理事

との利益が相反する取引

2．理事会の承認を得て前項の取引をした理事は，その取

引後，遅滞なく，その取引についての重要な事実を理

事会に報告しなければならない

理事のうち1名を会長,1名を次期会長,4名以内を

副会長とする。

前項の会長および次期会長をもって法人法上の代表理

事とする。

会長および次期会長以外の理事を法人法上の業務執行

理事とする。

２
３
４

(役員の選任）

第23条理事および監事は,社員総会の決議によって選任する。

2．会長，次期会長および業務執行理事は，理事会の決議

によって理事の中から選定する。

3．本会の理事のうちには，理事のいずれか1人およびそ

の親族その他特殊の関係がある者の合計数が，理事総

数（現在数）の3分の1を超えて含まれることになっ

てはならない。

4．本会の監事には，本会の理事（親族その他特殊の関係

がある者を含む）および本会の使用人が含まれてはな

らない。また，各監事は，相互に親族その他特殊の関

係があってはならない。

(役員の本会に対する損害賠償責任の一部免除）

第30条第5条第9項の規定にかかわらず，本会は，役員がそ

の任務を怠ったことによる損害の賠償責任について，

善意でかつ重大な過失がない場合においては，理事会

の決議により，賠償責任額から法人法に定める最低責

任限度額を控除して得た額を上限として免除すること

ができる。(理事の職務および権限）

第24条理事は，理事会を構成し，法令およびこの定款で定め

るところにより，職務を執行する。

2．会長および次期会長は，法令およびこの定款で定める

ところにより，本会を代表し，その業務を執行し，業

務執行理事は，理事会において別に定めるところによ

り，本会の業務を分担執行する。

3．会長次期会長および業務執行理事は，毎事業年度に

4ヶ月を超える間隔で2回以上，自己の職務の執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

第6章理 事 会

(構成）

第31条本会に理事会を置く。

2．理事会は，すべての理事をもって構成する。

(職務と権限）

第32条理事会は，この定款に別に定めるもののほか，次の職

務を行う。

イ．本会の業務執行の決定

ロ．理事の職務の執行の監督

ハ．会長，次期会長および他の業務執行理事の選定およ

び解職

二．規則の制定 変更および廃止

ホ．社員総会の日時および場所ならびに目的である事項

の決定

(監事の職務および権限）

第25条監事は，理事の職務の執行を監査し，法令で定めると

ころにより，監査報告を作成する。

2．監事は，いつでも，理事および使用人に対して事業の

報告を求め，この法人の業務および財産の状況の調査

をすることができる。

(招集）

第33条理事会は，会長が招集し，議長は会長とする。

2．会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは，次期

会長が理事会を招集し，議長を務める。

3．会長あるいは前項次期会長(招集権者)以外の理事は，

招集権者に対し，理事会の目的である事項を示して，

理事会の招集を請求することができる。

4．前項による請求があった日から5日以内に，その請求

があった日から2週間以内の日を理事会の開催日とす

る理事会の招集の通知が発せられない場合には，その

請求をした理事は，理事会を招集することができる。

(役員の任期）

第26条理事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

2．監事の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

とする。

3．補欠として選任された役員の任期は，前任者の任期の

満了する時までとする。

4．理事又は監事は，第22条に定める定数に足りなくな

るときは，任期の満了又は辞任により退任した後も，

新たに選任された者が就任するまで，なお理事又は監

事としての権利義務を有する。 (決議）

第34条理事会の決議は，決議について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事の過半数が出席し，その過半数をも

って行う。

2．前項の規定にかかわらず，理事が理事会の決議の目的

である事項について提案をした場合において．その提

案について議決に加わることができる理事の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

（監事がその提案について異議を述べたときを除く｡）

は，その提案を可決する旨の理事会の決議があったも

のとみなす。

(役員の解任）

第27条役員は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等）

第28条役員は，無報酬とする。ただし，常勤の役員に対し

ては，社員総会において別に定める総額の範囲内で，

社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に

従って算定した額を報酬等として支給することがで

きる。
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2．委員会等の委員は,会員および学識経験者のうちから，

理事会が選任する◎

3．委員会等の任務，構成運営に関し必要な事項は，理

事会の決議により別に定める。

(議事録）

第35条理事会の議事については.法令で定めるところにより，

議事録を作成する。

2．出席した会長，次期会長および監事は，前項の議事録

に記名押印する。

第IO章 事 務 局

第7章 資産および会計

(事業年度）

第36条本会の事業年度は．毎年4月1日に始まり翌年3月31

日に終わるc

第44条本会の事務を処理するため，事務局を設置する。

2．事務局には‘事務局長および所要の職員を置く。

3．事務局長および重要な職員は．会長が理事会の承認を

得て任免する。

4．事務局の組織および運営に関し必要な事項は，会長が

理事会の決議により別に定める。
(事業計画および収支予算）

第37条本会の事業計画書および収支予算書については，毎事

業年度の開始の日の前日までに，会長が作成し，理事

会の承認を受けなければならない。これを変更する場

合も，同様とする。

2．前項の書類については，主たる事務所に、当該事業年

度が終了するまでの間備え置くものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法）

第45条本会の公告は，電子公告により行う。

2．事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告

をすることができない場合は，官報に掲載する方法に

より行う。(事業報告および決算）

第38条本会の事業報告および決算については，毎事業年度終

了後，会長が次の書類を作成し，監事の監査を受けた

上で，理事会の承認を受けなければならない。

イ．事業報告

ロ．事業報告の附属明細書

ハ．貸借対照表

二，損益計算書（正味財産増減計算書）

ホ．貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算

書）の附属明細書

2．前項の承認を受けた書類のうち，イ号，ハ号，二号の

各書類については，定時社員総会に提出し，イ号の書

類についてはその内容を報告し，その他の書類につい

ては承認を受けなければならない。

3．第1項の書類のほか．次の書類を主たる事務所に5年

間備え置くとともに，定款，社員名簿を主たる事務所

に備え置くものとする。

イ．監査報告

第12章 補 則

(委任）

第46条この定款に定めるもののほか，本会の運営に必要な事

項は，理事会の決議により別に定める。

附 則

1.この定款は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法

律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121

条1項において読み替えて準用する同法第1帖条第1項

に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2．本会の設立当初の役員は，第23条および第26条の規定

にかかわらず，次の通りとする。

会 長：安田 浩

業務執行理事：吉田 進中嶋信生，北山研一．喜連川優，

間瀬憲一，江村克己，西原明法，太田直久，

小林岳彦，今井 浩，斎藤 洋，澤田 寛，

本島邦明，荒川 薫，佐々木繁，酒井善則，

持田侑宏，三木哲也，貴家仁志，山本博資，

萩本和男，田中良明，小山二三夫‘荒木純道，

石田 亨，萩田紀博

監 事：村上篤道，木戸出正継

3．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に

伴う関係法律の整備等に関する法律第121条1項におい

て読み替えて準用する同法第1"条1項に定める特例民

法法人の解散の登記と，一般社団法人の設立の登記を行

ったときは，第36条の規定にかかわらず，解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし，設立の登記の日を事

業年度の開始日とする。

4．この定款の施行後最初の代議員は，第5条第2項から第

7項と同等の方法で予め行われる代議員選挙において最

初の代議員予定者として選出された者とする。

(剰余金の処分制限）

第39条本会は，剰余金の分配を行うことはできない。

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更）

第40条この定款は，社員総会の決議によって変更することが

できる。

(解散）

第41条本会は，社員総会の決議その他法令で定められた事由

により解散する。

(残余財産の帰属）

第42条本会が清算する場合において有する残余財産は，社員

総会の決議を経て，公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
附 則

本定款の変更は，臨時社員総会（平成24年10月18日）

の終結後，施行する。

附 則

平成28年6月2日定時社員総会における本定款の

変更は，同定時社員総会の終結後，施行する。

第9章 委員会等 1

第43条本会の事業を推進するために必要あるときは，理事会

の決議により，委員会，必要な地域に支部，必要な活

動分野毎にソサイエティ（以下，委員会等という）を

置くことができる。

1

4



一

ソサイエティ．部門・支部1研究会1大会Iイベント・事業｜論文誌1寄付・公募・求人I称号・表彰・賞1学会についてiMENU二二

TOP＞個人会員年会渕等について

個人会員年会費等について
f重一串盈ご酵珀-＝雫珂学甦包幻少＝琴_ロー-宅君ロザレーニセ白EF~＝－－も守屋昇■会食夢と＝｡＝一一コ唖凸昇今÷印字､酷一F＝軒=二一=串麺丑濯宜＝qー郡一一 ＝＝一毎』守=毎勺~＝一心＝＝桂一あT－公z弾＝『弔湿…ｰ■ざも■且＝ー

1年会費一覧(当年4月~翌年3月）
§

豪'入会金免除：関連学会（電気学会、照明学会、映像情報メディア学会、情報処理学会、日本機械学会、大韓電子工学会）に在籍の方は、入会申請

時に在会証明書(PDF)を提出することで、本会入会金が免除となります。

麺20代で初めてご入会いただいた正員の方は、年度年齢が29歳までの間年会費を10,000円といたします。

輻2025年度から学生員年会費は3,000円となりました。

|年会費に関する各種割引制度

』雁彊一

i入会今免除

|電気学会、照明学会、映像情報メディア学会、情報処理学会、日本機｜

｜械学会、大韓電子工学会のいずれかに在籍し、入会申請時に在会証明’

'書(PDF)を提出された方は、入会金が免除されま宝

i20代で初めてご入会された正員の方は‘年度年齢が29歳までの間、年｜

i会費が10,000円になります。
_l

若手サポート年会費割引

ｰ一一一-一一一÷

|お帰り復会制度
｜学生員で退会後､29歳までに正員として再入会される場合､初年度と’
’2年目の年会費が昇格割引と同額となり、入会金も免除されます。

－－－ －－一｜

i学生員（博士課程を除く）から正員に昇格された方は、昇格後2年 ’

1間、年会費が半額免除されます。

‘"雫3．雫"隼と継続蓬…いる方に諭し それぞれ迦瓢｜
｜降2％、31年目以降3%、41年目以降4%の基本年会費割引が適用され’

｜ます。
－」

1昇格割引

L=－－－－

｜長期継続割引

I
d

l会費減額

65歳以上かつ継続在籍20年以上で、年金以外の収入がない方が11月末｜

までに申請された場合､理事会承認の上、翌年度から基本年会費が ’

3,000円に減額されます（マイページより申請可)。
I

'-－－－－－－－－－－－－－
【

’'70歳以上で、年齢と在籍年数の合計が110に達した方が11月末までに
I申請された場合､理事会承認の上､翌年度から年会費が免除されま
’す。該当者には終身会員証を発行します。会誌（冊子体）は希望者に

i年額3,000円で提供されます。

|会費免除（終身会員）

I ‘ ’
災害罹災や特別な事情がある場合、理事会の承認により、年会費等の1

減額または免除が行われる場合があります。
|罹災割引

|支払い方法
①銀行振込



様式第1－1号

支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

雲鐇号

経費項目 調査研究費･研修費･風雨周･蕊識饒瀧憤･会議費･資料I賊費･資繩静費･事務費･事務所費･人件費

内 容 ラジオ出演（浜松エフエム放送株式会社/KENGIDENight!)

年 月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 35,165円

目 的
県政について広報する

使 途
出演料

関連性

県西部の県民に対し、ラジオ番組を通じて県政について報告する。

く領収書貼付枠＞

別添請求書・振乙明細 参

①番組料金35,000円

②振込手数料 165円

①+②＝35,165円

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

35,165円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

35,165円



両両IDiBNSC5i

蕪込 蕊議琿う 錐鑑識

振込先を登録する場合は、「振込先の登録」ボタンを押して下さい。

お取引を取り消す場合は「取消確認」ボタンを押してください。

l処理状況

匹霊ヨ 受付番号■■■■付日時2026年02月ﾕ1B20時39分取引方法ﾌﾗｳｻﾞ

I取引内容

引落口座

金融機関名ﾊﾏﾏﾂｲﾜﾀｼﾝｷﾝ

支店名ホンテン

科目普通預金

口座番号698431

受取人名ﾊﾏﾏﾂｴﾌｴﾑﾎｳｿｳ(力

金額35,000円

引落合計金額35,165円（税込手数料165円）

指定日02月11日

振込依頼人名ラチシユンイチ

振込･振替先口座

取消確認

戻る



〒431-1304

浜松市浜名区細江町中川7172-698

ラトウール101

主
月

二
二
口 求書

2026年1月31日

No． 26433

静岡県議会議員良知駿一 様

熱鱈：日坤

]－05

1曰ざ屑■■■ 鰯､昭窒2
TEL:053-458-8600FAX:053-458-8611

登録番号:T6080401004009

2026年1月度

期間 2026/01/01～ 2026/01／31

上記の通りご請求申し上げます。

なお弊社の取引銀行は次の通りです。

浜松磐田信用金庫 本店営業部 普通No､0698431

三井住友銀行 浜松支店 普通No.7024266

※誠に勝手ではございますが、振込手数料は貴社ご負担

にてお願い申し上げます。

今回請求額

\35,000

前回請求額 入金額 繰越額 売上額 消費税額等

35，000 35,000 0 31，818 3,182

費 目 （税率） 請求金額 備 考

番組料金 （10 0%） 31，818 【KENGIDENight!】

小 計 31,818

消費税等 （10.0%） 3，182

合 計 ￥35,000



2026年1月31日

タイム放送確認書

艮釦駿二－－－御。 HamI76,広告主 静岡県議会議員良知駿一 御中 IHarOJ76.1
浜松エフエム放送株式会社
代表取締役社長 久田五海

〒43彫O933

静岡県浜松市中央区鍛冶町10o番地の1

2026年1月度 期間2026/01/01～2026/01/31 ｻｻｼﾃｲ浜松中央館4階
TEL:053-458-8600 FAX:053-458-8611

貴社お申し込みの放送は、下記の通り放送致しましたのでご通知申し上げます。

番組名 【KENGIDENight!】

放送日

日 曜日 放送時刻 CM秒数
ﾀｲﾑﾗﾝｸ

区 分 広告商品およびCM素材の内容

05 月 19:30－20:00 1800
'7

A

放送件数： 1件



支 出 証 拠 書

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・良知駿一）

轄理番号

経費項目 調査研繧.研修費.広聴広報費.霊談購艤犢.会議費資洲賊費.資料購入費･事務費･事諦費 嬢

内 容 事務員雇用（令和8年1月分）

年月 日 令和8年1月1日～令和8年1月31日 金 額 101,616円

目 的 政務活動を補助する職員雇用

使 途 1月分給与

政務活動．

県政との

関連性

＜1狽収言貝白1丁1芋参

二人分

別添雇用実績表給与支払い明細書参

■■■
①給与十通勤手当 81,138円×(34h/66h)=41,798円（政瀞舌動費充当分）

■■■
②給与十通勤手当 103,892円×(49.5h/85.5h)=60,148円(政務活動費充当分）

③雇用保険料 571円×(49.5h/85.5h)=330円(政務活動費充当分）

【合計】

①＋②－母101,616円（政務活動費充当分）

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

101,616円

案分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

101,616円



給与支払明細書

令和8年 1月分

■■■■

給与支払明細書

令和 8年 1月分

■■■■

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

79,200円 1,938円 81,138円 0円 0円 0円 81,138円

受領印

受領日 _坐月Iユ日

給 与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

102,600円 1,292円 103,892円 0円 571円 571円 103,321円

受領印

受領日 ユー摩 月／ p日



会派様式第5号

雇用実績表

1月分 ｜ 氏 名

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 3.5 2 スケジュール管理政務調査書類整理

6 火 3.5 2 支出証拠書作成政務調査電話応対

7 水 3.5 2 支出証拠書作成資料作成政務調査

8 木 3.5 2 郵便物共有作業支出証拠書作成来客応対

9 金 3.5 2 政務調査電話応対

10 土

11 日

12 月

13 火 3.5 2 政務調査書類整理電話応対

14 水 3.5 2 支出証拠書作成政務調査

15 木 3.5 2 政務調査書類整理電話応対

16 金 3.5 2 支出証拠書作成政務調査

17 土

18 日

19 月 3.5 2 郵便物共有作業政務調査スケジュール管理

20 火 3.5 1.5 政務調査電話応対

21 水 3.5 2 書類整理政務調査電話応対

22 木 35府伽h 1 政務調査電話応対

23 金 3.5 2 資料作成政務調査電話応対

24 土

25 日

26 月 3.5 2 郵便物共有作業政務調査

27 火 3 0.5 政務調査

28 水 35"I5h 1 スケジュール管理政務調査電話応対

29 木 3.5 2 支出証拠書作成政務調査 一一

30 金 3.5 2 支出証拠書作成政務調査電話応対

31 土

計 66 34

上記のとおり雇用したことを証明する。 2026年 2月 2日
会派･議員名ふじのくに県民クラブ･良知駿一

{政務活動費充当計算}・・・①又は②の算式を用いて､政務沽勤費充当分を算出すも。

①(B){34時間00分}×単価{1,200円}=40,800円
②総支給額｛ 円}×(B)/(A)= 円



5．1×2往復×日数×10円

10．2×（19日）×10円＝1,938円

合計出社日数

（1）月出社した日付
5

6

7

8

9

13

14

‘15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

19



会派様式第5号

雇用実績表

1月 分 ｜ 氏 名

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動

業務時間数
政務活動業務内容

1 木

2 金

3 土

4 日

5 月 4.5 2.5 政務調査支出証拠書作成

6 火 4.5 3.5 資料作成郵便物共有作業

7 水 4.5 2 資料作成来客応対

8 木 4.5 2.5 資料作成郵便物共有作業

9 金 4.5 3 資料作成書類整理郵便物共有作業

10 土

11 日

12 月

13 火 4.5 1.5 郵便物共有作業書類整理

14 水 4.5 2.5 書類整理来客応対電話応対

15 木 4.5 2.5 資料作成

16 金 4.5 2 書類整理郵便物共有作業電話応対

17 土

18 日

19 月 4.5 3 書類整理資料作成電話応対

20 火 4.5 4 政務調査資料作成郵便物共有作業

21 水 4.5 3 政務調査資料作成郵便物共有作業

22 木 4.5 2 資料作成

23 金 4.5 3 資料作成郵便物共有作業書類整理

24 土

25 日

26 月 4.5 4 郵便物共有作業支出証拠書作成政務調査

27 火 4.5 0.5 政務調査

28 水 4.5 2 政務調査

29 木 4.5 3 資料作成書類整理

30 金 4.5 3 支出証拠書作成政務調査

31 土

計 85.5 49．5

上記のとおり雇用したことを証明する。 2026年 2月 2日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ･良知駿一

{政務活動費充当計算}…①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){49時間30分}×単価{1,200円}=59,400円
②総支給額｛ 円｝×(B)/(A)= 円



数×10円

×10円＝1,292円

3.4×2往復×

6.8×（19日

日

）

合計出社日数

（1）月出社した日付
5

6

7

8

9

、13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

19


